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資源エネルギー庁は、給油所等販売店（給油設備のない販売店も含みます）が、離島

内で消費されるガソリンを直接消費者に値引販売した場合に、販売店に規定の値引額を

助成する等の「離島のガソリン流通コスト対策事業」を実施しています。 

 

 

４ページの一覧が補助対象となる離島（以下「離島」という。）及び離島ごとに

規定された値引額となります。 

 

 

レギュラーガソリン及びハイオクガソリン 

 

 

離島で消費されるガソリンであれば、自動車用、農業用、船舶用など全ての用途

が対象です。混合油のガソリン分や自家消費分も対象です。 

 

 

以下の販売店が対象となります。 

 

 

 

 

１．事業の概要 

（１） 対象となる離島・値引額 

（２）対象となる油種 

（３）対象となる用途 

（４）対象となる販売店   

① 離島に所在するガソリン販売店は、助成の対象となります。 

 

② 本土や他島に所在するガソリン販売店が、離島の消費者にガソリンを配送して直

接販売している場合は、助成の対象となります。ただし、離島までの輸送コストを販売

店が負担している場合に限ります。（以下、対象者を「本土事業者等」という。） 

Ⅰ 離島のガソリン流通コスト対策事業の概要 
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対象となる離島・値引額 
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具体的には、次の３つの事業により助成します。 

  

 

 販売店が、離島ごとに決められた１リットルあたりの値引額（以下「値引単価」という。）を

通常の販売価格から値引して販売した場合、「値引販売数量×値引単価」分の金額

を助成します。 

  （例）離島ごとに決められた値引単価が７円/Ｌで、年間のガソリン値引販売数量が 

１２０，０００リットルの場合は、年間の助成額は８４０，０００円になります。 

 

※留意点 

１． 「発券店値付カード」による販売など、他店代行として販売した数量は助成対象

外です。 

 

２． 販売店が業務上消費した自家消費分（販売店が配達等の事業用途で消費す

るもの）のガソリンは対象となります。ただし、自家消費分を経理的に処理していて、

ＰＯＳ記録や帳簿等で数量の確認が取れるものに限ります。数量を証明できるよ

うに管理してください。なお、本土の販売事業者の自家消費分は対象外です。 

 

３． 行政機関等へ、入札を含む値引販売した場合も対象となります。 

（本事業の利用については、入札を行う行政機関の指示に従ってください。） 

 

 

 

値引販売を行っている販売店が、あらかじめ指定された法定検査を実施する場合、そ

の費用について定額（総額が （３）離島のガソリンスタンド等支援事業 と合わせて４５万

円以内）で助成します。 

（１）値引販売に対する助成（離島のガソリン流通コスト対策事業） 

７円／Ｌ×１２０，０００ﾘｯﾄﾙ＝８４０，０００円 

（２）ガソリン販売に関する検査や検定等に対する助成 

（離島のガソリン販売関係法定検査等支援事業） 

２．給油所等販売店への助成の内容 
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値引販売を行っている販売店が、設備・施設の補修・改修や、設備の導入・備品の

購入をする場合、その費用について定額（総額が （２）離島のガソリン販売関係法定検

査等支援事業 と合わせて４５万円以内）で助成します。 

  

（３）販売店の設備補修や備品購入等に対する助成 

（離島のガソリンスタンド等支援事業） 
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 本事業を利用する販売店は、給油所ごとに国庫補助金の交付申請を行い、交付決定

を受ける必要があります。（詳しい申し込み方法については１０ページ以降をご覧ください。） 

 

 

① 値引販売の開始日は、補助金の交付決定日となります。交付決定日は、交付決定

通知書の発送により連絡いたします。 

② 販売店は、交付決定日から規定の値引単価を値引きしてガソリンを販売してください。 

（注意）交付決定日より前に値引販売を開始した分は補助対象となりません。 

必ず、交付決定日を確認してから値引販売を開始してください。 

 

※ただし、前年度（２、３月を含む）から継続して値引き販売を行っている販売店で

あって、交付決定の通知を受けた販売店は、前会計年度の２月分から補助対象と

なります。 

 

 

販売店は、通常の販売価格から、離島ごとに定められた値引単価を値引きしてください。

原則として、翌年１月３１日までの値引販売に対する助成を行います。 

（注意）翌年の２月と３月分の値引販売に対する助成は予算が措置されることを前

提に翌年度の事業で実施する予定です。 

 

 

 

 

 

（２）離島消費者への値引販売の開始 

３．事業を利用する販売店に行っていただきたいこと 

（１）事業の申し込み 

（３）値引販売の実施 
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値引販売の補助金額を計算するため、販売店は、日ごとに販売数量や仕入数量及び

販売価格を記録してください。 

 

 

国は値引販売の効果を検証する必要があります。販売店は国の委託を受けた民間

調査会社（令和７年度委託先：株式会社日本能率協会総合研究所）が実施する小

売価格調査へのご協力をお願いします。 

 

 

① 原則として、翌年１月３１日までの値引販売に対する助成を行います。 

（注意）予算が不足することが明らかな場合は、途中で本事業を終了しますが、その

場合は、資源エネルギー庁から各販売店に文書にて通知します。 

 

（注意）翌年の２月と３月分の値引販売に対する助成は予算が措置されることを前

提に翌年度の事業で実施する予定です。 

 

② 来年度も事業を継続するか否かについては、各販売店に文書にて通知いたします。 

 

 

 交付決定後に、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合は、

助成を受けられません。 

 当該補助事業に関係する帳簿類等の書類は、値引販売期間終了後５年間の保

管義務が課せられます。補助事業では必要に応じて会計検査院が現地調査を行

（４）ガソリンの販売数量や仕入数量の記録 

（５）小売価格調査への協力 

（７）その他 

（６）値引販売の終了 



９ 
 

います。その際、関係書類の開示を求められますので、適切に管理・保管してくださ

い。  
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販売店ごとに次の２つの書類を作成していただき、返送してください。 

 

離島のガソリン流通コスト対策事業補助金交付申請書（様式第１号の１） 

誓約書、誓約事項及び役員名簿 

 

＜添付書類＞ 

  次の方は、申請書に以下の書類を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．申し込み方法 

Ⅱ 「離島のガソリン流通コスト対策事業」の利用方法 

イ）揮発油等の品質の確保に関する法律第３条に基づく登録の必要のない販売店 

（給油取扱所でないガソリン販売店） 

 

 ガソリンを販売していることを証明できる直近３ヶ月以内（１１月～翌１月）の書類

（販売伝票又は納品書の一部の写しなど） 

ロ）配送により離島の消費者へ直接ガソリンを販売している販売店（本土事業者等） 

 

 離島へガソリンを配送していることを証明できる直近３ヶ月以内の書類（配送伝票

の一部の写しなど） 

（１）申し込みに必要な書類 
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離島のガソリン流通コスト対策事業補助金交付申請書（様式第１号の１） 

次の要領により、申請書を作成してください。（１３、１４ページ記入例参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）記入方法 

（申請者） 

 申請日は本事業の開始日（通常は４月１日）を記入してください。 

 代表者の印鑑を押印してください（必須）。 

１．申請給油所 

 ガソリンスタンドの場合は、品確法登録番号を記入してください。 

 本土事業者等（他島の消費者へガソリンを配送して直接販売している離島販売

店も含む）は、「本土事業者等」の欄に○を付けてください。 

２．交付申請額等 

 「年間販売予定数量」は、事業期間内の途中で超過しないように見積もってくだ

さい。 

 ４ページの補助対象離島一覧を確認の上、「助成額」欄に離島ごとの値引単価

を記入し、交付申請額を計算してください。 

 本土事業者等のみ、様式１号の１別紙（１４ページ参照）も記入してください。 
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３．送金先 

 送金先（通常商売上の取引で使用している口座）を記入してください。また、必ず

口座名のフリガナを記入してください。 
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記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金交付申請書（様式１号の１） 
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 本土事業者等（本土や他島から配送により離島の消費者へ直接ガソリンを販売している販売

店）は、「年間販売予定数量合計」、「助成額」、「交付申請額」の離島ごとの内訳を記入してく

ださい。 

※自島のみで販売されている方は記入の必要はありません。 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金交付申請書（様式１号の１別紙） 
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誓約書、誓約事項及び役員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誓約書の内容をご確認の上、申請者の住所、氏名又は名称、代表者名を記入

し、代表者の印鑑を押印してください。（必須） 

 裏面の「暴力団排除に関する誓約事項」を必ずお読みの上、別添として「役員名

簿」を添付してください。 

 氏名カナ、氏名漢字、生年月日（和暦）、性別、会社名、役職名を必ず記載してく

ださい。 

 

誓約書 
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 （誓約書 裏面） 

 

 

 

 

 

 

申請書類は、３７ページの「受付窓口一覧」を参照の上、該当する申込窓口

までお送りください。 

（２）申請書類の送付先 

 

記入例：暴力団排除に関する誓約事項：別添 
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 離島補助事業者「役員名簿」についてのＱ＆Ａ  

 

「役員名簿」については、お手数をお掛けしますが、事情をご理解頂き添付をお願いいたします。 

 

①支部等があり組織が複雑だが、どの組織の役員名簿か？ 

⇒申請書の右上に記載する「申請者」単位です。 

 

②記載する「役員」とは、どのレベルまでか？ 

⇒登記簿謄本に記載する役員レベル全てです。 

 

③個人事業主の役職名は？ 

⇒「個人事業主」と記載してください。 

 

④登記簿謄本等のコピーではダメなのか？ 

⇒必要事項（生年月日や氏名カナ等）の記載が無いため役員名簿の作成をお願いしています。 

 

⑤役員名簿添付の目的が分からないが、どうしても必要なのか？ 

⇒暴力団排除のため何かあった場合、極力“個人を特定出来るよう”にする為なので、性別や 

生年月日、フリガナが必要とのことです。 

 

⑥申請毎に添付が必要だが、手間が大変なので軽減できないか？ 

⇒補助金を申請する人が“申請ごとに誓約する”のが主旨なので、省略することは出来ません。 

 

⑦添付が必要な書類とは何か？ 

⇒値引販売申請書（年１回）、法定検査等申請書（都度）、補修・購入申請書（都度）に添付して 

ください。 

 

⑧記載した役員に変更があった場合はどうしたら良いか？ 

⇒変更届等ご連絡は必要ありません。申請する時点での役員を記載してください。 

 

⑨手書きや原本等の決まりはあるか？ 

⇒コピーで結構です。 

以上 
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 離島住民だけでなく、企業や自治体などの需要家や観光客・滞在者など離島内

でガソリンを消費する全ての者が値引販売の対象となります。 

 販売店が配達等の事業用途で消費するガソリン（自家消費ガソリン）も

補助対象となります。ただし、自家消費分を経理的に処理していて、Ｐ

ＯＳ記録や帳簿等で数量の確認が取れるものに限ります。なお、本土の

販売事業者は対象外です。 

（注意）石油販売業者への卸売分は対象外となります。 

 

 

 軽油、灯油、重油は補助対象外です。 

 混合油は、ガソリン分のみ補助対象となり、潤滑油分は補助対象外となります。 

 

 

 現金販売や掛け売り販売のほか、クレジットカードやプリペイドカード

による販売も値引販売の対象となります。 

 

（注意）「発券店値付けカード」による販売や他店の代行販売分は補助対象

ではありません。必ず値引販売数量から除いてください。 

（２）補助対象油種はレギュラーガソリンとハイオクガソリン 

２．値引販売の実施内容 

（１）値引販売の対象は離島内の全ての消費者 

（３）値引販売の対象となる販売方法 



１９ 
 

 

 

   消費税抜き価格から値引単価（４ページ参照）を差し引いて、消費税をかけて販売し

てください。                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）値引き方法の考え方 

値引単価分を値引く 

消費税を

かける 



２０ 
 

 

 

 

  

助成金の支払額を集計するため、ガソリンの販売数量、仕入数量、値引後の

店頭小売価格（最も販売量の多い小売価格）を毎日記録してください。 

（注意）値引販売の対象とならない発券店値付けカード分、代行給油分は差

し引いてください。 

 

 

※数量記録は、助成金の支払請求書を提出する際に必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）販売数量、仕入数量、値引後小売価格を記録 

３．ガソリン販売数量、仕入数量、値引後小売価格の記録 

（離島内で消費者にガソリンを販売している販売店用） 

（２）数量記録の方法（次のいずれかの方法により毎日記録） 

（１） ＰＯＳによる記録 

 （注意）日ごとの販売数量及び仕入数量、月単位の合計販売数量及び仕入数量が

確認できるＰＯＳ帳票が出力できることが条件です。また、値引後の店頭小売

価格（消費税込み）の単価を日報の余白に記入してください。 

（２）「月間 販売・仕入記録表（島内販売用）」による記録 

２１ページの記入例を参考にして、次の事項を日ごとに記録します。 

① 販売数量（数量を集計するには以下の方法などがあります） 

 販売レシートや納品書などにより集計する方法 

 計量機の積算メーターから計算して確認する方法 

② 仕入数量 

 仕入伝票などをもとに記録 

③ 値引後の販売価格 

 値引後の店頭小売価格（消費税込み）の単価を記録 

 



２１ 
 

 

 

 

記入例：月間 販売・仕入記録表（島内販売用） 



２２ 
 

 

 

 

 

記入例：過去分の販売数量の修正の仕方 
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 助成金の支払額を集計するため、ガソリンの配送先、荷姿（容器の種類・

容量）、数量、値引後の小売価格を配送の都度記録してください。 

（注意）本土事業者等が配送コストを負担しない場合は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）販売数量、配送、値引後小売価格を記録 

「月間 販売数量表（需要家直送用）」による記録 

２４ページの記入例を参考にして、配送したことを証明する書類（配送伝票等）に基づ 

き、販売先（配送先）、荷姿（容器の種類・容量）、数量、値引後のガソリン小売価 

格（１リットルあたりの単価・消費税込み）を配送ごとに記録します。 

 

４．ガソリン販売数量、配送、値引後小売価格の記録 

（本土事業者等配送により離島の消費者に直接販売している販売店用） 

（２）数量記録の方法 

「月間 販売数量表（本土事業者島内販売用）」による記録 

２５ページの記入例を参考にして、次の事項を日ごとに記録します。 

①離島の販売店に値引販売を依頼した代行給油販売分 

②値引後の販売価格 

 値引後の店頭小売価格（消費税込み）の単価を記録 

 



２４ 
 

 

 

 

記入例：月間 販売数量表（需要家直送用） 

     月間 販売数量表（本土事業者島内販売用） 
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次の２つの書類を、値引販売した月の翌月１５日までに、送付してください。 

離島のガソリン流通コスト対策事業補助金概算払請求書（様式第１５号） 

＜添付書類＞ 

 

 

 

 

 

 

（１）助成金の請求に必要な書類（提出書類） 

５．値引額の助成金の請求手続き（開始月～１２月分まで） 

○離島内の販売店の場合 

「月間 販売・仕入記録表（島内販売用）」、又はＰＯＳシステムによる日報及

び月報を添付してください。（２１ページ参照） 

○本土事業者等（島外から配送により離島の消費者に直接販売）の場合 

「月間 販売数量表（需要家直送用）」、及び配送したことを証明する書類

（配送伝票等の写し）を添付してください。（２４ﾍﾟｰｼﾞ参照） 



２６ 
 

 

離島のガソリン流通コスト対策援事業補助金概算払請求書（様式第１５号）  

 

 

 

 

 

 

（２）請求書への記入方法 

 「月間ガソリン販売数量合計」「値引額」を記入した上で、「請求金額」を計算

して記入します。添付した該当書類に○を付けます。    

 代表者の印鑑を押印してください（必須）。 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金概算払請求書（様式第１５号） 



２７ 
 

 

 

 

 

 

 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金概算払請求書（様式第１５号別紙） 



２８ 
 

 

 

以上の２つの書類（値引販売開始した月から１２月の販売分まで）については、値引販売

した月の翌月１５日までに、３７ページに記載されている受付窓口一覧の窓口宛に毎月お

送りください。 

（例） ６月販売分－７月１５日まで  ７月販売分－８月１５日まで 

※翌年１月の販売分は、提出書類が異なりますのでご注意ください。 

 

※助成金のお支払いは、値引販売月の翌々月の末頃になる予定です。 

（例） ６月販売分－８月末頃   ７月販売分－９月末頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）請求書の提出期限および送付先 
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翌年２月１５日までに、次の書類を提出していただきます。 

※様式書類及び手続き方法については、１月頃に全石連よりご連絡いたします。 

離島のガソリン流通コスト対策事業実績報告書（様式第１０号の１） 

＜添付書類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

離島のガソリン流通コスト対策事業支払請求書（様式第１４号の１） 

  

６．値引額の助成金の請求手続き（１月分） 

（１）１月分の助成金の請求に必要な書類（提出書類） 

○離島内の販売店の場合 

「月間 販売・仕入記録表（島内販売用）」（１月分）、又はＰＯＳシステムによ

る日報及び月報（１月分）を添付してください。 

○島外から配送により離島の消費者に直接販売している場合 

「月間 販売数量表（需要家直送用）」（１月分）、及び配送したことを証明

する書類（配送伝票等の写し）（１月分）を添付してください。 
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記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金実績報告書（様式第１０号の１） 



３１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金実績報告書（様式第１０号の１別紙） 



３２ 
 

 

 

 

 

 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金支払請求書（様式第１４号の１） 



３３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例：離島のガソリン流通コスト対策事業補助金支払請求書（様式第１４号の１別紙） 
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Ｑ：軽油や灯油も値引きになりますか？ 

Ａ：値引の対象はガソリンのみです。国の支援策はガソリンのみを対象にしているので、申

し訳ありませんが軽油や灯油など他の油種は通常価格となります 

Ｑ：クレジットカードでも値引になりますか？ 

Ａ：一般のクレジットカードなら値引の対象です。ただし、本土の事業者が小売価格を設

定するカードなど対象とならないカードもあります 

Ｑ：カードで支払います。（発券店値付けカード客が来店してカードを提示） 

Ａ：このカードですと離島の値引の対象となりませんがよろしいでしょうか 

Ｑ：なぜ対象とならないのですか？ 

Ａ：このカードの小売価格はカード発行者が決めた価格で、当店は給油の代行を行うだ

けなので、国の離島支援の対象外となっています 

Ｑ：値引販売はいつまで継続するのですか？ 

Ａ：今年度の国の支援策ですので、予算の範囲内で、来年の１月までは値引販売する

予定です。それ以降のことはまだ決まっていません 

７．お客様の問い合わせ対応Ｑ＆Ａ 
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「離島のガソリン販売関係法定検査等支援事業実施の手引き」及び 

「離島のガソリンスタンド等支援事業実施の手引き」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、収入科目として、「○○年度補助金収入」などを設定してください。 

 

     

 

Ⅳ 注意事項 

国の補助金（今回の助成金）で得た収入については、帳簿上、明 

確に他の収入と区別することが必要です。 

２．経理処理について 

販売店の系統に応じて問い合わせに対応します。 

○商系販売店－都道府県石油商業組合、全国石油商業組合連合会 

○漁協系販売店－全国漁業協同組合連合会 

○農協系販売店－全国農業協同組合連合会、各県経済農業協同組合連合会 

１．支援事業の申請などについての相談 

Ⅲ 「運営経費等の助成」の利用方法 
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この手引書で説明した関係書類や会計帳簿等については、値引 

販売の期間終了後、５年間保存する必要があります。 
 

国庫補助事業では必要に応じて会計検査院が現地調査を行い

ます。その際、関係書類の開示を求められますので、しっかりと管

理・保管してください。 

３．書類の保存について 



３７ 
 

 

 

受付窓口一覧 


